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平成31年4月
消 費 者庁

１．相談件数（受付年度別推移）

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センターから寄せられた「多重債務」に関する相談件数（平成31年4月16日登録分まで）。

77,424 
71,825 

45,105 
38,278 

31,857 30,666 29,199 
26,069 26,422 24,360 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

（件）

「多重債務」に関する消費生活相談の概況（１）

１



「多重債務」に関する消費生活相談の概況（２）

２．相談事例

〇息子はギャンブル癖がありカードローン等で未払いがある。幾

度か肩代わりもしてきたが裁判所から通知がきた。どうしたらよ

いか。

○ギャンブルが原因でサラ金や銀行カードローンで借金したが

返済が困難になった。債務整理したい。

〇ギャンブルのために銀行や消費者金融等４社から借金し４９０

万円の返済が困難。多重債務法律相談の予約がしたい。

〇個人事業主だが、事業用資金や生活費のために７社から借

り入れ、７００万円借金がある。支払いが困難だ。

〇６年以上前に借入れした事業用資金の残債の督促通知が、

債権回収業者から届いた。現在廃業して返済困難だがどうした

らよいか。

〇事業用資金、教育ローン等の借入が総額１０４０万円。最近、

市営住宅の家賃について裁判所から文書が届いた。返済が困

難。

〇個人タクシーの運転手をしているが、事業用資金と生活費の

ために融資を受けていて、毎月の返済が厳しく債務整理をした

い。

〇事業用資金の連帯保証人として多額の借金をかかえている。

債務整理をしたいが費用を工面できないため、保留中。

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センター等から寄せられた「多重債務」に関する相談事例。

○休職したことから、生活費の工面のため信販会社に借り入れ

をしてしまい多重債務となり返済困難だ。

○銀行からの借り入れがあり、他にも携帯電話代や保険料の支

払いができず滞納している。仕事ができず生活保護申請中で返

済困難。
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